
納
税
相
談
が
始
ま
り
ま
す
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２
月
６
日
㈭
か
ら
３
月
17
日
㈪
ま
で
、
次
ペ
ー
ジ
の
日
程
表
の

と
お
り
納
税
相
談
を
行
い
ま
す
。
時
間
延
長
日
や
休
日
相
談
日
を

設
け
て
い
ま
す
の
で
、
地
区
指
定
日
に
来
ら
れ
な
い
方
は
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

申
告
が
必
要
な
人

　

平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
に
住

所
が
あ
り
、
平
成
25
年
中
に
パ
ー
ト
収
入

な
ど
を
含
む
給
与
や
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、

譲
渡
、
配
当
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人
で
す
。

　

ま
た
、
所
得
が
な
い
人
で
も
、
国
民
健

康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
人
、
所
得
証
明
書
が
必
要
な
人

な
ど
は
申
告
が
必
要
で
す
。

　

満
18
歳
未
満
と
75
歳
以
上
の
人
（
平
成

26
年
１
月
１
日
現
在
）、
平
成
25
年
度
の
住

民
税
が
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）
の
人

に
は
事
前
に
申
告
書
用
紙
を
送
付
し
て
い

ま
せ
ん
。
各
種
所
得
の
判
定
が
必
要
な
人

は
、
申
告
用
紙
を
持
参
し
な
く
て
も
申
告

で
き
ま
す
の
で
、
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

申
告
に
必
要
な
も
の

▼
印
鑑
（
認
印
可
）

　

所
得
税
の
納
付
が
あ
り
、
口
座
振
替
を

希
望
す
る
人
は
通
帳
の
届
出
印
が
必
要
で

す
。

▼
申
告
者
名
義
の
通
帳
ま
た
は
預
金
口
座

　

番
号
が
分
か
る
も
の

▼
収
入
の
分
か
る
も
の

①
源
泉
徴
収
票
の
原
本
（
給
与
や
公
的
年

　

金
な
ど
）
や
支
払
調
書
（
報
酬
な
ど
）

②
給
与
明
細
、
個
人
年
金
や
満
期
保
険
金

　

な
ど
の
明
細
書
、
土
地
・
建
物
・
山
林
・
株

　

式
な
ど
の
売
買
契
約
書
な
ど

③
収
支
内
訳
書
（
営
業
や
農
業
、
不
動
産

　

な
ど
の
所
得
が
あ
る
人
は
、
収
入
や
経

　

費
が
分
か
る
帳
簿
や
領
収
書
な
ど
）

▼
所
得
控
除
の
内
容
を
証
明
す
る
書
類

①
控
除
証
明
書
（
生
命
保
険
料
、
地
震
保

　

険
料
・
国
民
年
金
保
険
料
）

②
病
院
や
薬
局
な
ど
の
領
収
書
の
原
本
（
医

　

療
費
控
除
を
受
け
る
人
。
個
人
ご
と
に

　

ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。
保
険
や
高
額
療

　

養
費
な
ど
で
戻
っ
た
金
額
も
必
要
で
す
）

③
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神

　

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
障
害
者
控
除

　

対
象
者
認
定
書
な
ど

　

町
・
県
民
税
申
告
の
主
な
改
正
点

▼
均
等
割
額
の
改
正

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
や
防
災
の

た
め
の
施
策
に
要
す
る
費
用
の
財
源
を
確

保
す
る
た
め
、
臨
時
の
措
置
と
し
て
平
成

26
年
度
か
ら
平
成
35
年
度
ま
で
の
間
、
個

人
町
民
税
・
県
民
税
の
均
等
割
税
額
が
そ
れ

ぞ
れ
５
０
０
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

▼
給
与
所
得
控
除
の
改
正

　

給
与
収
入
金
額
が
１
５
０
０
万
円
を
超

え
る
場
合
の
給
与
所
得
控
除
額
に
つ
い
て
、

２
４
５
万
円
の
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

▼
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
控
除
の
改
正

　

特
定
支
出
の
範
囲
に
弁
護
士
、
税
理
士

な
ど
の
資
格
取
得
費
な
ど
が
追
加
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
特
定
支
出
の
合
計
額
が
、
給

与
所
得
控
除
額
の
２
分
の
１
（
最
高
１
２

５
万
円
）
を
超
え
る
場
合
、
そ
の
超
え
る

部
分
の
金
額
を
給
与
所
得
控
除
に
加
算
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

納税相談日程表

期  日 時　間 対象地区など
６日(木)   8:45 ～ 16:00 年金所得、給与所得のみの人
７日(金)   8:45 ～ 16:00 吉ケ沢・田子
10日(月)   8:45 ～ 16:00 山岸・五日市・栗山
11日(火)   9:00 ～ 16:00 【祝日相談日】　全地区
12日(水)   8:45 ～ 16:00 大沢・橋場・野中

13日(木)
  8:45 ～ 16:00 平船・星野・馬塲
16:00 ～ 18:00 全地区（日中、都合のつかない人）

14日(金)   8:45 ～ 16:00 四日市・田野
17日(月)   8:45 ～ 16:00 土谷川・浦子内
18日(火)   8:45 ～ 16:00 江刈馬渕・車門・遠矢場
19日(水)   8:45 ～ 16:00 田代・垂柳

20日(木)
  8:45 ～ 16:00 泉田・小苗代　　農業収支計算申告者
16:00 ～ 18:00 全地区（日中、都合のつかない人）

21日(金)   8:45 ～ 16:00 中村・寺田　　　農業収支計算申告者
24日(月)   8:45 ～ 16:00 小田・江刈川　　農業収支計算申告者
25日(火)   8:45 ～ 16:00 小屋瀬・上外川　農業収支計算申告者
26日(水)   8:45 ～ 16:00 茶屋場　　　　  農業収支計算申告者

27日(木)
  8:45 ～ 16:00

冬部・市部内・名前端
農業収支計算申告者

16:00 ～ 18:00 全地区（日中、都合のつかない人）
28日(金)   8:45 ～ 16:00 城内小路・下町　農業収支計算申告者

期  日 時　間 対象地区など
３日(月)   8:45 ～ 16:00 元木・新町　　　農業収支計算申告者
４日(火)   8:45 ～ 16:00 農業収支計算申告者
５日(水)   8:45 ～ 16:00 農業収支計算申告者
６日(木)   8:45 ～ 16:00 農業収支計算申告者
７日(金)   8:45 ～ 16:00 農業収支計算申告者
９日(日)   9:00 ～ 16:00 【休日相談日】　全地区
10日(月)   8:45 ～ 16:00 農業収支計算申告者
11日(火)   8:45 ～ 16:00 農業収支計算申告者
12日(水)   8:45 ～ 16:00 農業収支計算申告者
13日(木)   8:45 ～ 16:00 農業収支計算申告者
14日(金)   8:45 ～ 16:00 全地区
17日(月)   8:45 ～ 16:00 全地区

３月 会場　総合センター２階「産業経営相談室」

【農業収支計算申告者】該当者には別途ご案内します。また、昨年
まで役場以外で申告をしていた人にはご案内をしておりません。役
場での申告を希望する場合は事前にご連絡をお願いします。
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  消費税や贈与税などの 消費税や贈与税などの
  申告会場は「アイーナ」です  申告会場は「アイーナ」です
　所得税（譲渡所得を含む）や消費税、
贈与税の申告が必要な人は、アイーナ
会場をご利用ください。（盛岡税務署内
には、申告書作成会場を設置していま
せん）

▼期間　２月３日(月) ～３月17日(月)
　※土・日・祝日は休み。ただし２月23
　　日(日)と３月２日(日)は開設

▼時間　９時～ 16時

▼場所　盛岡駅西口・アイーナ７階
　※周辺に無料駐車場はありません。

  e-Tax、国税庁ホームページをe-Tax、国税庁ホームページを
  ご利用ください  ご利用ください
　国税電子申告・納税システム（e-Tax）
を利用すると自宅からネットで申告す
ることができます。詳しくは、e-Tax ホー
ムページ（http://www.e-tax.nta.gp.jp）
をご覧ください。
　また、国税庁ホームページ（http://
www.nta.go.jp）の「確定申告書作成コー
ナー」では、確定申告書や収支内訳書
などを作成することができます。

問盛岡税務署 ☎019-622-6141

お
気
軽
に

　
お
越
し
く
だ
さ
い

　12月11日、若者定住奨励金や新婚ライフサ
ポート金などの交付式が役場で行われました。
　今回の交付式の対象者は、町にＵターンや
Ｉターンで定住した５世帯と新婚４世帯で、
このうち８世帯19人が出席。今年度生まれ
た赤ちゃんも出席し、和やかな雰囲気の中で、
鈴木重男町長から定住者への奨励金や新婚世
帯へのサポート金（くずまき商品券）が贈ら
れました。
　鈴木町長は『定住を心から歓迎します。本
町は中学生以下の医療費無料化など安心して
子育てができる環境が整っています。「一緒
に葛巻で暮らしましょう」と町外に情報発信
してほしい』とあいさつしました。
　一関市から親子５人で移住した県職員の南
舘晋

しん

さん（36歳・小屋瀬）は「奨励金は子ど
ものために大切に使いたいと思っています。
町内で買い物をして町に還元したい」と感謝
しました。

定住と新婚生活をサポート
９世帯に奨励金を交付

　納税相談について詳しくは、後日配布する「平成26年納税
相談のご案内」でご確認ください。

問住民会計課 ☎66-2111 内線132 ～ 134

２月 会場　総合センター２階「産業経営相談室」

いい

町の定住奨励金制度の紹介

▼若者定住奨励金　45歳未満の人がいる
　世帯のＵ・Ｉターン者へ15万円、中学生
　以下の子ども１人につき５万円の加算

▼新婚ライフサポート金
　10万円（くずまき商品券）

▼地域情報通信基盤施設加入奨励金
　Ｕ・Ｉターン世帯へ６万３千円

▼空き家活用奨励金　Ｕ・Ｉターン者へ空
　き家を売買、貸与する所有者へ５万円
　　　　　　　　　　　　　　　　   など
※奨励金制度について詳しくはお問い合
　わせください。

問総務企画課 ☎66-2111 内線220

交付式終了後、鈴木町長と懇談する出席者の皆
さん


